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「コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術」に関する公募 

 

１．公募の目的 

コンクリート構造物には、経年劣化や施工時の締め固め不足など、様々な要因でうき・

剥離の損傷が発生する。これらの損傷は、コンクリート構造物の劣化を進行させる要因と

なるほか、落下した場合には第三者被害を発生させることがあるため、打音により点検す

ることとしているが、近接するための手段として足場等が必要になることや、全ての対象物

が人力作業となるなど、作業の効率化が課題となっている。 

近年、橋梁点検における様々な非破壊検査技術が開発されてきていることを踏まえ、

次世代インフラ用ロボット現場検証委員会橋梁維持管理部会において「コンクリート構造

物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術」の評価が本年１月に行われたところである。

本評価に基づき、公共工事等における新技術活用システムを利用し、「コンクリート構造

物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術」を公募するものである。 

応募された技術は、直轄現場において試験・調査し、打音検査による従来技術との比

較・評価等を行う。なお、実施場所、実施時期等については別途調整中であるが、応募

技術の試験・調査に係る費用は応募者にて負担するものとする。ただし、既存技術（打音

検査）の実施及び評価指標値の算出に要する費用は、国土交通省で負担する。 

 

【参考１】コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術の評価（「次世代社

会インフラ用ロボット現場検証委員会橋梁維持管理部会」平成 29年 1月） 

http://www.mlit.go.jp/common/001169756.pdf 

【参考２】橋梁における第三者被害予防措置要領（案）（平成28年12月国土交通省道路局国道・

防災課） 

http://www.pwri.go.jp/caesar/manual/pdf/daisansya_youryou_2016.pdf 

 

２．公募技術 

（１）対象技術 

「コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術」 

 

（2）応募技術の条件等 

この公募は「公共工事等における新技術活用システム」実施要領に基づき実施する

ものである。 
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なお、応募技術に関しては、以下の条件を満たすものとする。 

１）新技術情報提供システム（以下、「NETIS」という。）登録技術であること。 

  ただし、本公募への応募と NETIS への登録申請が同時に行われる技術を含む。 

２）審査・選定の過程において、審査・選定に係わる者(評価会議、事務局等)に対して、

応募技術の内容を開示しても問題がないこと。 

３）応募技術を公共事業等に活用する上で、関係する法令に適合していること。 

４）選定された応募技術について技術内容および試験結果等を公表するので、これに

対して問題が生じないこと。 

５）応募技術に係わる特許権等の権利について問題が生じないこと。 

６）３．応募資格等を満足すること。 

 

３．応募資格等 

（１）応募者 

１）応募者は、以下の２つの条件を満足するものとする。 

・応募者自らが応募技術の開発を実施した「個人」及び「民間企業」であること。 

・応募技術を基にした業務を実施する上で必要な権利及び能力を有する「個人」及び

「民間企業」であること。 

なお、行政機関(＊１)、特殊法人（株式会社を除く）、公益法人及び大学法人等（以

下「行政機関等」という）については、新技術を率先して開発、活用または普及する

立場にあり、選定された技術を各地方整備局等の業務で活用を図る場合の実施者

（受注者）になり難いことから、自ら応募者とはなれないが、（２）の「共同開発者」とし

て応募することができるものとする。 

(＊１)：「行政機関」とは、国及び地方公共団体とそれらに付属する研究機関等の全

ての機関を指す。 

２）予算決算及び会計令第７０条（一般競争に参加させることができない者）、第７１条

（一般競争に参加させないことができる者）の規定に該当しない者であること。 

並びに警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。 

 

（２）共同開発者 

１）申請する共同開発者は、応募技術の開発に関して参画された「個人」や「民間企業」、



3 

 

「行政機関等」とする。 

 

４．応募方法 

（１）資料の作成及び提出 

応募資料は、別添応募資料作成要領に基づき作成し、郵送または持参にて提出す

ること。 

（２）提出（郵送）先 

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 

国土交通省 九州地方整備局 企画部 施工企画課 新技術担当 宛 

 

 

５．公募期間 

平成 29 年６月 21 日（水）～平成 29 年７月 20 日（木）（当日消印有効） 

 

６．ヒアリング等 

提出された応募資料で不明な箇所が有る場合は、ヒアリング等を実施することがある。

なお、ヒアリング等を実施する場合は、ヒアリング等の実施時期、方法及び内容等につ

いて別途通知する。 

 

７．技術の選定に関する事項 

（１）選定にあたっての前提条件 

１）公募技術、応募資格の条件等に適合していること。 

２）応募方法、応募書類及び記入方法に不備がないこと。 

３）本公募への応募とNETISへの登録申請を同時に行う場合、応募締め切りまでに受け

付け登録されていない場合は応募を取り消すものとする。なお、応募により受付登録

後の NETIS 登録を保障するものではない。 

 

８．応募結果の通知・公表について 

（１）選定結果 

応募者に対して選定されたか否かについて文書で通知する。 

申請する共同開発者には選定結果の通知は行わない。 

（２）事後評価結果 
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選定された技術は、NETIS（維持管理支援サイト）上で公表する。 

（３）選定通知の取り消し 

選定の通知を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合は、通知の全

部または一部を取り消すことがある。 

１）選定の通知を受けた者が、虚偽その他不正な手段により選定されたことが判明したと

き。 

２）選定の通知を受けた者から取り消しの申請があったとき。 

３）その他、選定通知の取り消しが必要と認められたとき。 

 

９．試験の実施、結果の提出 

  

（１）試験の実施 

  応募技術の比較表を作成し、評価するため、直轄現場において試験・調査を以下の

内容で実施する。 

  1)別紙－１「評価指標及び試験方法」に基づき、直轄現場における試験・調査を行う。 

  2)試験期間は平成 29 年秋頃で、九州地方整備局管内のコンクリート部材を有する鋼

橋又はコンクリート橋を想定している。 

  3)立ち会い 

国土交通省関係者の立ち会いで必要な試験を実施する。関係者には国土交通省か

ら委嘱または委託を受けた者も含まれる。 

（２）結果の提出 

応募者は、応募技術による試験の結果、対象橋梁のうち、予め申告した適用範囲内

で損傷（うき・剥離）と推定される箇所を記録し、国土交通省に提出する。また、推定の

根拠となる可視画像及び熱画像等のデータ（赤外線サーモグラフィ以外の技術の場

合は、これに相当するデータ）も併せて提出する。提出様式は、別途指定する。 

（３）技術比較表の評価 

国土交通省は、別紙－１「評価指標及び試験方法」に基づき各技術毎の評価指標値

を算出し、技術比較表を作成する。技術比較表は九州地方整備局新技術活用評価

会議に諮り、評価を行う。評価された技術比較表は、NETIS（維持管理支援サイト）上

で公表する。 

（４）虚偽・不正があった場合の措置 

1)試験の実施、及び提出資料の内容に、虚偽・不正が認められたとき又は疑いがあると
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きは、当該技術の NETIS 掲載情報提供を中止する。 

2)1)について、その事由の内容や事由が判明するに至った経緯等を総合的に勘案して、

故意に基づくもの等悪質である又は重大であると整備局等または評価会議が判断した

ときは、当該技術の NETIS 掲載情報を削除するとともに技術比較表から除外する。 

3)１）及び 2)に該当する者からの NETIS 登録申請および技術公募への応募は、その受

付を拒否することがある。 

４）2)に該当した場合は、不正の事実を公表する。 

 

１０．費用負担 

（１）応募資料の作成、提出、応募技術の試験の実施及び結果の提出に要する費用は、

応募者の負担とする。ただし、既存技術（打音検査）の実施及び評価指標値の算出に要

する費用は、国土交通省で負担する。 

（２）国土交通省関係者が立ち会い確認を行う場合、立ち会い者に要する費用は国土交

通省で負担する。 

 

１１．その他 

（１）応募された資料は、技術の選定以外に無断で使用することはない。 

（２）応募された資料は返却しない。 

（３）選定の過程において、応募者には応募技術に関する追加資料の提出を依頼する場

合がある。 

（４）募集内容に関する問い合わせに関しては以下の通り、受け付ける。 

１）問い合わせ先および資料提出先 

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番７号 

国土交通省 九州地方整備局 企画部 施工企画課 新技術担当 宛 

（石田又は宮原） 

TEL:092-471-6331（代表）、FAX：092-476-3483 

E-mail ishida-n8910@qsr.mlit.go.jp 又は miyahara-m8910@qsr.mlit.go.jp 

２）期 間：平成 29 年 6 月 21 日（水）～平成 29 年 7 月 20 日（木） 

（土・日・休日を除く平日の 9:30～17:00 までとする。ただし 12:00～13:00 は除く） 

３）受付方法：面談、電話、ＦＡＸ、E-mail（様式自由）にて受け付ける。 

  

mailto:ishida-n8910@qsr.mlit.go.jp
mailto:miyahara-m8910qsr.mlit.go.jp
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応募資料作成要領 

 

１．応募に必要な書類 

応募にあたっては、以下の資料が必要となる。様式については、国土交通省九州地

方整備局のホームページ（http://www.qsr.mlit.go.jp/）および新技術情報提供システム

（NETIS）のホームページよりダウンロードすることができる。 

応募書類に使用する言語は日本語とする。やむを得ず他国の資料を提出する場合は、

日本語で解説を加えること。 

① 「コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術」申請書 （様式－１） 

②技術概要書 （様式－２） 

③技術提案書（様式－３） 

④施工実績内訳書 （様式－４） 

⑤添付資料 （任意） 

⑥電子データ（様式－１，様式－２，様式－３、様式－４及び添付資料の電子ファイルを

収めたＣＤ－Ｒ）・・・1 式 

※提出資料①、②、③、④はＡ４版とすること。ただし、⑤添付資料は原則Ａ４版とするが、

パンフレット等でＡ４版では判読できない等の不都合が生じる場合は、この限りではな

い。また、⑤添付資料には通し番号を記入すること。 

※選定にあたって新たに必要となった資料の提出等を、応募者に求めることがある。 

※①、②、③、④、⑤は、まとめて１部とし、左上角をクリップ等で留め、合計３部（正１部、

副２部）提出すること。なお、⑥は１部提出すること。 

 

２．各資料の作成要領 

（１）「コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術」申請書(様式－１) 

１）応募者は、応募技術を中心となって開発した「個人」又は「民間企業」とする。応募者

が「個人」の場合は、所属先と役職並びに氏名を記入の上、本人の印を押印すること。

また、応募者が「民間企業」の場合は、企業名とその代表者の役職並びに氏名を記

入の上、企業印及び代表者の公印を押印すること。 

申請書のあて先は、「国土交通省 九州地方整備局長 宛」とする。 

２）「１．技術名称」は、３０字以内でその技術の内容及び特色が容易に理解できるものと

し、商標等も記入すること。 

３）「２．担当窓口（選定結果通知先）」は、応募にあたっての事務窓口・連絡担当者１名
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を記入すること。 

応募者が複数の場合は、応募者毎に窓口担当者１名を列記するものとするが、応募

者の代表は最初に記載するものとする。 

なお、応募者が複数の場合は、選定結果の通知は、代表の窓口に送付する。 

４）「３．共同開発者（個人・民間企業・行政機関等）」は、共同開発を行った応募者以外

の個人や民間企業、行政機関等について記入すること。なお、共同開発者がいない

場合は、記入しなくてよい。 

 

（２）技術概要書 （様式－２） 

１）技術名称及び副題は（様式－１）と同一のこと（技術名称は必須入力）。 

２）技術の概要を２００字以内で簡潔に記入すること。 

３）技術の詳細は、以下の目次構成にしたがって記入すること。 

①応募技術の特徴 

応募技術の特徴について、箇条書きで簡潔に記入すること。 

なお、必要であれば、参照資料を添付し、参照する資料の番号、ページを記入す

ること。 

②応募技術が画期的な点 

応募技術が従来の技術等と比べて画期的な技術である点を、箇条書きで簡潔に

記入すること。 

なお、必要であれば、参照資料を添付し、参照する資料の番号、ページを記入す

ること。 

③応募技術を使用する場合の条件（注意）など 

応募技術を使用する現場または施工者の条件、あるいは使用する場合の注意点

等があれば、箇条書きで具体的に記入すること。 

また、応募技術を現場で使用する場合の作業状況が判る写真、模式図、図面等

があれば、参照資料として添付し、参照する資料の番号、ページを記入すること。

なお、現場作業時に特別な設備や装置または資格等が必要な場合は、それらが

わかるような図を必ず添付資料に含めること。 

 

④活用の効果 

従来技術に対する優位性、及び、活用した場合に期待される効果（想定でも可）

を箇条書きで簡潔に記入すること。 
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⑤価格情報 

応募技術に係る、材料の価格を記入すること。労務費等は計上しない。 

価格設定条件：様式－２に明示 

なお、市場価格との乖離を確認するため、国土交通省において参考のため市場

価格を調査することがある。記入された価格と市場価格とが大きく乖離がある場合

には、ヒアリングを行うことがある。 

⑥特許取得情報 

特許取得情報は、応募技術の実施に必要な特許及び実用新案等の情報に関し

て、当該部分の□を黒塗り（■に置き換え）すること。 

⑦建設技術審査証明等 

応募技術が過去に建設技術審査証明事業における審査証明書、または、民間開

発建設技術の技術審査･証明事業認定規定（昭和 62 年建設省告示 1451 号）に

基づく審査証明書を取得されている場合は必要事項を記入すること。 

また、応募技術が過去に建設技術評定規定（昭和 53 年建設省告示 976 号）、ま

たは港湾に係わる民間技術の評価に関する規定（平成元年運輸省告示第 341号）

に基づいた評価等を取得されている場合は必要事項を記入すること。 

⑧NETIS 登録（参考） 

該当部分の□を黒塗り（■に置き換え）すること。また、NETIS へ登録済みの場合

は、登録番号を記入すること。 

NETIS に登録申請中の場合は、申請先の地方整備局名及び技術事務所名を記

入すること。 

⑨表彰経歴（参考） 

応募技術が過去に他機関で実施されている表彰制度等で表彰を受けている場合

は、表彰制度名、受賞名及び受賞年を記入すること。 

なお、この項目は参考のため使用し、選定・評価に影響はない。 

⑩施工実績（参考） 

応募技術のこれまでの施工実績件数をそれぞれの機関毎に記入すること。 

なお、この項目は参考のため使用し、選定・評価に影響はない。 

⑪添付資料一覧 

添付する資料名を本様式に記入すること。 

なお、以下の添付資料-1は応募技術のパンフレット等を作成している場合は添付

すること。２～４は該当する場合、必ず添付すること。添付できない場合は、その理
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由を添付資料名の欄に記入すること。 

・添付資料－１：応募技術のパンフレット（参考） 

・添付資料－２：特許等の公開・公告された写し（特許等を取得している場合） 

公開特許公報のフロントページ（特許番号、発明の名称が記載さ

れているページ）のみコピーすること。（参考） 

・添付資料－３：公的機関の評価等の写し（技術審査証明･技術評価等を取得し

ている場合）（参考） 

・添付資料－４：表彰経歴（表彰経歴がある場合）（参考） 

上記添付資料も含め、応募する際の各添付資料の枚数は A4 版各１０枚（パンフレ

ット等で片面コピーでは機能が維持できない場合を除き片面コピーを原則とする）

程度とする。 

なお、各添付資料の先頭に表中の添付資料番号（例：添付資料－１）をつけること。 

ただし、添付資料－１～４の中で該当する資料がない場合で、その他の資料を添

付する場合は、添付資料－５から順に添付資料番号をつけるものとし、添付資料番

号を繰り上げないこと。 

 

（３）技術提案書（様式－３） 

 様式－３については、別添「技術提案書（様式－３）記載例」を参照すること。 

 

（４）施工実績内訳書 （様式－４） 

応募技術のこれまでの施工実績について、発注機関毎に記入すること。 

国土交通省の施工実績がある場合には、最新のものより１０件までを記入すること。 

国土交通省の施工実績がない場合でも、最新のものより１０件まで記入してよい。 

 

（５）添付資料（任意） 

その他応募技術の説明に必要な資料があれば、添付すること。 



コンクリート構造物のうき・剥離を検出可能な非破壊検査技術　評価指標及び試験方法 別紙－１

検出する
損傷の種類

要求水準 性能評価 試験方法・条件

精度 A-1
損傷の検出精
度

損傷（コンクリートのう
き・剥離）を正しく検出
できる

検出率 ％

（従来方法
※1

による点検で確認
された損傷箇所のうち、当該技
術で検出された損傷数）／（従

来方法
※1

による点検で確認され
た損傷数）

うき・剥離 100%
値が大きい
方が高性能

効率性 B-2 損傷的中率
損傷箇所を効率的に
検出できる

ヒット率 ％

(当該技術で損傷と検出された

箇所のうち、従来方法
※1
による

点検で損傷が確認された箇所
数）／（当該技術で損傷と検出さ
れた箇所数）

うき・剥離 -
値が大きい
方が高性能

※１：従来方法は、橋梁における第三者被害予防措置要領（平成28年12月）に基づく、「打音検査」。
※２：各技術が指定する条件（適用条件、資格など）がある等の場合は、その条件を比較表に明示する。
※３：経済性の観点での参考値として、各技術毎のコスト（計測費用（直接人件費）、計測費用（直接経費）、解析費用（直接人件費））を比較表に併記する。

評価項目 評価指標

【試験方法】
・試験の対象橋梁のうち、当該
技術の適用範囲を事前に設
定
・対象範囲について応募技術
による非破壊検査を実施し、
損傷と検出した箇所を記録し
提出。
・従来方法（打音検査）による
点検で確認された損傷箇所の
位置と比較し、精度及び効率
性を評価する。



コンクリートのうき・はく離を検出可能な非破壊検査技術

公募の流れ

技術の公募

試験の実施

技術比較表の評価・公表H29.年内

H29.6.21
～

H29.7.20

H29.秋頃

【参考】

H29.1

先行技術の評価

次世代社会インフラ用ロボット現場検証委員会
橋梁維持管理部会

試験対象技術の選定H29.8



コンクリートのうき・はく離を検出可能な非破壊検査技術

試験方法及び評価指標（概要）

正解数（ ）＋誤検出数（ ）
ヒット率＝

検出率＝
正解数（ ）

正解数（ ）＋見落数（ ）

正解数（ ）「効率性」
の指標

「精度」
の指標

従来方法（打

音検査）で検
出された損傷

応募技術
（非破壊
検査

）が損傷
と検出し
た箇所

Ａ
技
術

Ｂ
技
術

Ｃ
技
術

検出率 ヒット率

１００％

（３／３）

６０％

（３／５）

６７％

（２／３）

６７％

（２／３）

３３％

（１／３）

１００％

（１／１）

※検出率及びヒット率の算出イメージ

【参考】

※経済性の観点での参考値として、コスト（計測費用、解析費用）を併記

２．評価指標

１．試験方法

（判 例）

：正解

：見落

：誤検出

Ｘ

①応募者による試験実施

・応募技術による非破壊検査を実施
・損傷（うき・はく離）と検出した箇所を記録・提出。

②国土交通省による確認

・従来方法（打音検査）による点検で損傷箇所を確認。
・応募技術による検出結果と比較し、正解・見落・誤検出の区分を判定。

※試験箇所は、九州地方整備局管内のコンクリート部材を有する橋梁（予定）
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